
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和５年 ６月２８日 

鳥取県知事 様 

 

提出者                   

          住 所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地１ 

           

          氏 名 馬 野 建 設 株 式 会 社      

代表取締役社長 馬野慎一郎       

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

     電話番号  ０８５８－４９－２２２２      

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称   馬 野 建 設 株 式 会 社 

事 業 場 の 所 在 地   鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地１ 

計 画 期 間   令和５．４．１～令和６．３．３１ 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類   総合建設業 

②事 業 の 規 模   元請完成工事高 ３０億 

③従 業 員 数   ７５名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

  別紙記載 
 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

４．①に記載 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】     

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 ５．①-４ 設計．施工計画の段階で省力化工法の選択や、使

用資材について、再生品を採用するよう指導。 
 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 搬入材の簡易梱包を薦める。 

 現地製造からプレキャスト製品の頻度を増やす。 
 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

 分別箱の設置 
 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 社員と専門・協力業者の教育実施。 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

   以降該当無し。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

現時点では取組予定なし 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



   多量排出事業者の産業廃棄物処理計画

令 和 ５ 年　 ６ 月

馬 野 建 設   株 式 会 社



１．会社の概要

　①　会 社 名　　　　馬野建設株式会社

　②　資 本 金  　　  ８,８００万円

　③　従業員数　　   ７５名

２．当該事業場において行っている事業の概要

　①　事業場の名称　　　　馬野建設株式会社　本社　　倉吉支社

　②　事業場の所在地　　 本社：鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１８４０－１

　　　　　　　　 　　　　　　　 倉吉支社：鳥取県倉吉市上井１－５３－２

　③　業種　　　総合建設業

　④　事業内容　　　建設工事の設計施工

　⑤　元請完成工事高　　　３０ 　億円　（ Ｊ．Ｖ．の親を含む）

　　＊　土木・舗装工事及び建築・住宅工事。他に不動産．農業関係

　⑥　本社、支社、作業所の業務

　本社、支社の業務は工事の設計、入札、見積、契約、作業所の統括、作業所員の任

命.行政への届出事務等である。

　作業所の業務は建設工事に関わる計画および図面作成、外注業者の選定、近隣と

の作業調整、作業の監督等であり、作業所責任者（現場代理人）は元請けを代理する

立場にあり、廃棄物処理の管理責任がある。一作業所は社員１名～３名の規模である

　⑦　事業展望

　建設業界の工事受注見込みは横這い状況にあり、土木に於いては高規格道路の橋

台．橋脚の新設．地盤改良工事が目立つ。建築では増築．補修工事が主だった。住宅

では改修工事．特に解体工事が増加した。国土交通省の舗装修繕では、オーバーレー

による、アスファルト殻が多量排出された。

　⑨　連絡先

　担当者：馬野建設株式会社　環境管理責任者　　馬野慎一郎　（Ｔｅｌ．４９－２２２２）

３．計画の期間

　令和５年４月１日～令和６年３月３１日までとする。



４．産業廃棄物の処理に係わる管理体制に関する事項

 ① 責任者及び管理組織図

統括責任者ならび 代表取締役社長　　馬野慎一郎
に環境管理責任者
廃棄物担当 組織名：業務管理部

環境管理責任者 ○廃棄物処理方針の策定
の職務 ○廃棄物管理手順書の策定・改廃

○廃棄物処理に関する各種事項の決定
環境事務局の ○廃棄物処理計画の作成
職務 ○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

○処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理
○委託契約の締結
○産業廃棄物管理票の交付・管理
○監督官庁への各種報告
○社員、外注先、取引先への教育、啓発
○各作業所に対する情報提供、支援及び指導
○その他関係する事項

環境委員会の ○廃棄物処理に関する検討
職務 ○事務局と部門間の連絡調整

環境管理組織

　　　　　　　　本社及び支社

代表取締役

 幹 部 会

工事部門 事務部門

作業所

・現場代理人（産業廃棄物処理責任者）

 ② 管理体制

　 １．管理体制（会社全体）
　　 ○役員会．幹部会に於て、適宜に産業廃棄物に関する協議を行う。
　　 ○安全衛生と並行し、現場を監査し、廃棄物処理状況の点検及び指導を行う。

　 ２．管理体制（作業所）
　　 現場代理人は受入教育など作業所内の要員に対し、適正な廃棄物処理の教育指導を行う。

　 ３．管理方法
　 　産業廃棄物管理手順書を作成し、これに基づき廃棄物を適正に管理する。

 ③ 教育・研修

　 発生する廃棄物の種類、発生状況、処理方法、処理に関する留意事項を整理し、社員並びに現場
 従事者に定期的に教育・研修等を行う。
　 教育・研修の方法については「環境管理マニュアル」を作成し、そのなかで定められた環境リーダー
 研修、社員研修、各部門における研修、協力業者教育、特別教育についての年間計画を策定し、実
 施する。

 ④ 情報公開

 　廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生、分別、再生利用状況についての情報
 の公開に努める。

業務管理部

統括責任者、環境管理責任者



５．産業廃棄物の処理に関する事項
　　　（排出の抑制、分別、再生利用に関する事項を含む）

 ① 基本的事項

 　１．産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の規制を遵守するとともに行政

 　　の環境施策に協力する。

 　２．発生した産業廃棄物を処理業者に委託する場合は、収集運搬から処分にいたるまで確認し的確

 　　に管理する。また、外注業者における廃棄物の処理状況を確認するなど元請け業者として責務を

 　　果たす。

 　３．最終処分量の削減、再生利用の拡大等について、数値目標及びその達成時期を定め実施する。

 　　また、これら処理に関する目標及び計画は、定期的に必要な見直しを行う。

 　４．廃棄物の処理について次に掲げる事項を実施し、また、外注先にも必要な指導を行う。

　　　　発生抑制　　・ 設計及び施工計画段階において廃棄物の発生抑制を考慮した工法・資材等を採

 用する。

　　　　再生利用　　・ 作業所内で、資材の転用を図る。

　　　　　　　　　　　　・ 廃棄物を再生処理施設へ委託し、自らも再生資材を積極的に採用する。

　　　　　　　　　　　　・ 廃棄物の分別を徹底し、再生利用を高める。

　　　　その他　　　 ・ 処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

　　　　　　　　　　　　・ 特別産業廃棄物を取り扱う場合は、適正処理を遵守する。

 ② 産業廃棄物処理の現状

 　１．当社が管轄する作業所から排出される産業廃棄物排出量は1,447ｔ／年となっている。

 　　　土木建築工事における解体・除去工事、および作業所等から発生する総排出量は以下の

 　　とおりである。

再 生 利 用 最 終 処 分 計

　工　事　現　場　排　出　量 1,312.73 134.23 1,446.96

 　２．産業廃棄物の種類別排出・処理状況、産業廃棄物の種類別性状の説明、産業廃棄物処理の課

 　　題を以下の表２に示す。

 ③ 目標の設定

 　処分場や産業廃棄物に関する課税などの課題を考えるに、今後より一層廃棄物の発生抑制や分別

 再生利用 を推進し、最終処分量を削減することが求められている。

 　以前鳥取県版環境管理システム（ＴＥＡＳ）の社内導入から踏襲し、環境問題を社内で明確にして産

 業廃棄物の抑制、再生利用に関する具体的目標を設定し、計画を作成し、達成を図る。

 ④ 廃棄物の処理に係わる情報の収集・管理

 　当社は環境事務局により法規制や処理技術、あるいは委託業者との契約管理や処分状況の把握

 を行い、社内メールや各種会議、社員研修にて全社に情報提供を行う。

 ⑤ 中長期的課題

 　１．３Ｒを浸透すべく、社員の研修・教育を行い、専門業者との連繋をとって、建設産廃の管理を充実

　させる。

 　２．収集・処分の専門業者より情報収集をし、環境に係わる社会活動へ積極的に参加することで社員

　の意識を高める。



表２　産業廃棄物の種類別排出・処理状況

性　状

コンクリート殻 固形状 263.46 リサイクル施設にて骨材化し、再生利用

ガラス・陶磁器 固形状 1.83 陶磁器くずは再生路盤材に使用。硝子は埋立処分。

紙くず 固形状 0.02 一廃と産廃混載される場合あり。破砕し、再生原料

として再生。泥．水分を含んだ物は焼却。

金属くず 固形状 0.72 選別処理し、スクラップ化して再生利用
 

木くず 固形状 75.44 破砕選別され、チップ化し再生利用
 

アスファルト殻 固形状 911.15 リサイクル施設に運搬、骨材化し再生利用

発砲ｽﾁﾛｰﾙ．無塩素系→固形燃料.ＲＰＦ化、インゴット

廃プラスチック類 固形状 12.65 として再生固定燃料。塩素系．波トタン等は安定型

最終埋立処分

がれき類 固形状 4.18 瓦．煉瓦類は路盤剤として再生利用．タイルは不可

ラス付きの物は管理型として埋立

分別され、中間処理業者により破砕され

石膏ボード 固形状 硝子．陶磁器 ①　新品として再生利用、②　古い物、土地改良剤

屑に含む

建設汚泥 泥状 0.35 掘削工事等で発生し、中間処分場にて改良・再生

繊維屑 固形状 その他に併合 裁断して、ＲＰＦ製造再生。再生不可のものは、管理型

処分。

固形状 3.55 ビニール密封（二重梱包）にて埋立

その他（混合） 固形状 173.61 ＲＰＦ化、良質な畳等はインゴットとして再生固形燃料

合    計 ｔ 1,446.96

非飛散性アスベ
スト（石綿スレート他）

廃棄物の品目 排出量(ｔ/年) 処　　理　　方　　法



建　廃　の　種　類 総    計

令和4年度目標 70.00 5.00 200.00 150.00 60.00 150.00 1,550.00 1,450.00 5.00 10.00 150.00 3,800.00

①産業廃棄物発生量 12.65 0.02 75.44 4.18 0.72 1.83 263.46 911.15 0.35 3.55 173.61 1,446.96

②自己直接再生利用量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

③自己直接埋立処分又は海洋投入量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

④自己中間処理量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑤自己中間処理残さ量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑥自己中間処理後再生利用量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑦自己中間処理後自己埋立処分又は海洋投入量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　再　生 6.30 0.01 75.44 3.76 0.72 0.19 263.46 911.15 0.35 0.00 51.35 1,312.73

　中間処理（再生以外） 6.35 0.01 0.00 0.42 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 3.55 122.26 134.23

　最終処分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

令　和　4  年  度  目  標  と  実  績

木 く ず
コンクリー

ト

ガラス・
陶磁器
(含石膏
ﾎﾞｰﾄﾞ)

金属くずがれき類

⑧
委
託
処
分
量

他
非飛散
性アス
ベスト

汚　泥
アスファル

ト
紙 く ず廃 プ ラ



１．前年度の産業廃棄物発生量

　建　廃　の　種　類 汚　泥

  産 業 廃 棄 物   発 生 量 12.65 0.02 75.44 4.18 0.72 1.83 263.46 911.15 3.55 0.35 173.61 1,446.96

２．本年度の見込み

　建　廃　の　種　類 廃 プ ラ 紙 く ず 木 く ず がれき類 金属くず コンクリート
アスファル
ト

汚　泥 その他

① 産業廃棄物発生量 50.00 5.00 100.00 100.00 30.00 50.00 1,000.00 1,000.00 5.00 10.00 150.00 2,500.00

② 自己直接再生利用量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

③ 自己直接埋立処分又は海洋投入量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

④ 自己中間処理量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑤ 自己中間処理残さ量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑥ 自己中間処理後再生利用量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑦ 自己中間処理後自己埋立処分又は海洋投入量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑧ 直接委託及び自己処理後委託処分量 50.00 5.00 100.00 100.00 30.00 50.00 1,000.00 1,000.00 5.00 10.00 150.00 2,500.00

令和5年度 発生見込み ｔ

廃 プ ラ アスファルトコンクリート
ガラス・陶
磁器(含石
膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

金属くず紙 く ず がれき類木 く ず

ガラス・陶
磁器(含石
膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

非飛散性
アスベスト

総  計
繊維屑．
混合その
他

非飛散性
アスベスト

2,500.00

総  計


